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特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する 

消防の用に供する設備等に関する省令等の運用について 

 

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する

設備等に関する省令等の公布については平成１７年３月２５日付け消防予第６６号を

もって示したところですが、今般その運用を下記のとおり定めましたので、貴職におか

れましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県

消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、この旨周知さ

れるようお願いします。 

 

記 

 
第１ 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供す

る設備等に関する省令（平成１７年総務省令第４０号。以下「省令」という。）につい

て 

１ 特定共同住宅等について 

省令第２条第１号の特定共同住宅等は、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号。

以下「令」という。）別表第一（１６）項に掲げる防火対象物で、令第８条の規定によ

り他の用途に供される部分と区画された令別表第一（５）項ロに掲げる防火対象物

も含まれるものであること。 

 ２ メゾネット型の住戸等の取扱いについて 

メゾネット型の住戸等（一の住戸等の階数が二以上であるものをいう。）の階の

算定にあっては、当該住戸等を一の階と扱うものではなく、建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３３８号）第２条第１項第８号の規定によるものであること。 

３ 直接外気に開放されていない共用部分について 

省令第３条第２項第３号ニ（ハ）の「直接外気に開放されていない共用部分」とは、

常時外気に面する部分から概ね５メートル以上離れた部分を含むものであること。 

４ 独立した用途に供される部分の取扱いについて 

 「令別表第一に掲げる防火対象物の取扱いについて」（昭和５０年４月１５日付

け消防予第４１号、消防安第４１号）記１（２）の「独立した用途に供される部分」に該

当する部分については、住戸とみなして省令を適用しても差し支えないものである

こと。この場合において、当該部分は、床面積１５０平方メートル以内ごとに防火区

画されていること。 

 

第２ 特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件（平成１７年消防庁告示第２



号。以下「位置・構造告示」という。）について 

１ 光庭について 

位置・構造告示第２第６号の光庭は、「その周囲を特定共同住宅等の壁その他

これに類するものにより囲まれ」ていることを要件としているが、その周囲の一部

分が部分的に開放されていても、同程度の閉鎖性を有すると認められる場合に

あっては、光庭として扱うものとすること。 

２ 特定共同住宅等の住戸等の区画について 

位置・構造告示第３第３号の「特定共同住宅等の住戸等は、開口部のない耐火

構造の床又は壁で区画すること。」とは、住戸等と住戸等の間を耐火構造の床又

は壁により、また住戸等と共用部分の間を耐火構造の床又は壁（位置・構造告示

第３第３号（３）の規定に適合する開口部を含む。）により防火区画することをいう

ものであり、堅牢かつ容易に変更できない構造を有することが必要であること。 

３ 住戸等への延焼防止措置について 

位置・構造告示第３第３号（２）ロの「住戸等で発生した火災により、当該住戸等

から当該住戸等及びそれに接する他の住戸等の外壁に面する開口部を介して

他の住戸等へ延焼しないよう措置されたものであること。」として、住戸等と区画

を介して隣接する他の住戸等の開口部が次に定める基準に適合しているものを

いうことができるものであること。 
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（１） 火災住戸等の開口部の最大幅から上方の左右の壁面方向に１５度開い

た範囲外に存する他の住戸等の開口部には、防火設備を設けないことが

できること。この場合において、火災住戸等の開口部が、四角形以外の形

状（以下「円等」という。）の場合は、当該円等が内接する長方形を当該住

戸等の開口部とみなすものであること。 

（２） 火災住戸等の開口部の最大幅から上方の左右の壁面方向に１５度開い

た範囲内に存する他の住戸等の開口部のうち、開口部相互間の垂直距離

が３．６メートル以下の範囲（火災住戸等の開口部の上部０．９メートルの範

図１ 



囲を除く。以下「開口部破損検証範囲」という。）については、上下の開口部

間の垂直距離 Z が、次の①から⑥までの手順により求めた限界垂直距離

limZ より小さい場合に、当該他の住戸等の開口部（図１中の開口部１をい

う。）に防火設備を設けること。ただし、当該他の住戸等の開口部が換気口

等であり、かつ、防火設備が設けられた直径０．１５メートル以下のもの又

は開口部の面積が０．０１平方メートル以下のものにあっては、この限りで

ない。 

① 開口部破損検証範囲にある他の住戸等の開口部の材料の許容温度

と周囲の温度との差を次式により求めること。 

   293lim −=∆ TT  ・・・・・式（１） 

   T∆ は、他の住戸等の開口部の材料の許容温度と周囲の温度との差

（単位 ケルビン。以下３において同じ。） 

   limT は、他の住戸等の開口部の材料に応じて、次の表により求められる

許容温度（単位 ケルビン。以下同じ。） 

 

 

 

 

 
 

※ 開口部の材料として上記以外のガラスを用いる場合の許容温度については、試験デ

ータ等により判断すること。 

② 火災住戸等の一の開口部から噴出する熱気流の等価半径（当該開

口部から噴出する熱気流が影響する一定以上の範囲を円状にみなし

た場合の半径。以下同じ。）を次式により求めること。 

   
π20
Ar =  ・・・・・式（２） 

   0r は、火災住戸等の一の開口部から噴出する熱気流の等価半径（単位 

メートル。以下同じ。） 

   A は、火災住戸等の一の開口部の面積（開口部がサッシ等により連結

している場合は、当該開口部を一の開口部として取り扱う。単位 平方メ

ートル。以下同じ。） 

  π は、円周率  

③ 火災住戸等の一の開口部から噴出する熱気流の発熱速度を次式に

より求めること。 

HAQ 400=  ・・・・・式（３） 

開口部の材料 許容温度 

フロートガラス ３７３ケルビン 

フロートガラス（飛散防止フィルム付） ４２３ケルビン 

線入りガラス ６７３ケルビン 



Q は、火災住戸等の一の開口部から噴出する熱気流の発熱速度（単位 

キロワット。以下同じ。） 

H は、火災住戸等の一の開口部の高さ（火災住戸等の開口部が円等の

場合は、当該円等の最高の高さ。単位 メートル。以下同じ。） 

④ 火災住戸等の一の開口部から噴出する熱気流軸上における部材許容

温度を無次元化した値Θを次式により求めること。 

   ( ) 3/2
lim

3/5
0 /09.16 QTTr∆=Θ  ・・・・・式（４） 

   ⑤ 開口部の材料の許容温度となる噴出気流の垂直距離 Zt をΘ の値に

従い、次のア又はイの式により求めること。 

ア ④により求められるΘの値が０．３５以下の場合 

   
Θ

= 005.1 r
Zt  ・・・・・式（５） 

         Zt は、開口部の材料の許容温度となる噴出気流の垂直距離（単位 メ

ートル。以下同じ。） 

   イ ④により求められるΘの値が０．３５より大きい場合 

   7
0

31093.1
Θ
×

=
− r

Zt  ・・・・・式（６） 

⑥ 限界垂直距離 limZ は、⑤で求めた開口部の材料の許容温度となる噴

出気流の垂直距離 Zt と次式で求めた火災住戸等の開口部上端から

の火炎高さ mZL のいずれか大きい方とし、火災住戸等の開口部と他の

住戸等の開口部との垂直距離が limZ より大きい場合、当該他の住戸

等の開口部に防火設備を設ける必要はないこと。 

mZL ＝ H39.2  ・・・・・式（７） 

４ 開放性のある共用部分以外の共用部分について  

位置・構造告示第３第３号（３）イ（ハ）の「開放性のある共用部分以外の共用

部分」とは、換気口等を設ける部分が、直接外気に開放されていない共用部分

をいうものであること。 

５ 特定光庭の基準等について  

位置・構造告示第４第１号（１）の「火災住戸等以外の住戸等の光庭に面する

開口部が受ける熱量」及び同号（２）イの「避難光庭に面する廊下及び階段室等

を経由して避難する者が受ける熱量」は、次の（１）から（５）までの手順により求

めること。 

（１） 火災住戸等の光庭に面するすべての開口部（換気口その他これらに類

するものを除く。）を合成して一の開口部とみなし、当該合成した開口部を

「等価開口部」というものであること。この場合において、「等価開口部の高



さ」は一の住戸等の光庭に面するすべての開口部のうち最大の高さ、「等

価開口部の面積」は一の住戸等の光庭に面するすべての開口部の合計面

積、「等価開口部の幅」は「等価開口部の面積」を「等価開口部の高さ」で除

した値をいうものであること。ただし、火災住戸等の光庭に面する開口部が

複数の面に設けられている場合は、同一面に設けられる開口部ごとに等価

開口部を設定し、（２）から（５）までの手順により受熱量を求め合計すること。

適用例を図２に示す。 

          図２ 
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   火災住戸等以外の                                     
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               光庭に面する面                      

                                ※ 面ごとに開口部「アとイ」、 

                       火災住戸等   「ウとエ」を合成し、それぞれ     

                               等価開口部を設定すること。 

 

（２） 等価開口部から噴出する熱気流（火炎を含む。以下同じ。）の高さを次式

により求めること。 

 XHL 52.1=  ・・・・・式（８） 

 L は、等価開口部から噴出する熱気流の高さ（単位 メートル。以下５にお

いて同じ。） 

 XH は、等価開口部の高さ（単位 メートル） 

（３） 等価開口部から噴出する熱気流の面積を次式により求めること。 

  LWS =  ・・・・・式（９） 

 S は、等価開口部から噴出する熱気流の面積（単位 平方メートル。以下

同じ。） 

  W は、等価開口部の幅（単位 メートル） 

（４） 受熱面に対する等価開口部から噴出する熱気流の面の形態係数を次式

により求めること。（図３参照） 

 

 S
d

F 2
21 coscos

π
ββ

=  ・・・・・式（１０） 

      

     ア 
光庭 
     イ 
 

エ  ウ 



 F は、受熱面に対する等価開口部から噴出する熱気流の面の形態係数。

（ F が１を超える場合にあっては F ＝１とする。以下同じ。） 

 1β 及び 2β は、受熱面及び等価開口部から噴出する熱気流の面から垂直

に延びる線と受熱面の中心点と等価開口部から噴出する熱気流の面の中

心点を結んだ線のなす角度（単位 ラジアン） 

 π は、円周率  

 d は、受熱面と等価開口部から噴出する熱気流の面の最短距離（単位 メ

ートル）その適用例を図４及び図５に示す。 

図３ 
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図４ 

 
光庭を挟んで「等価開口部から噴出する熱気流の面」と「受熱面」

が正対する場合、 1β 及び 2β は０ラジアンとなり、 F ＝ S /π d 2（た

だし、 F ≦１）となる。 ・・・・・式１１ 

図５ 
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「等価開口部から噴出する熱気流の面」と「受熱面」が光庭におい

て直交し、二面が交わった地点から「等価開口部から噴出する熱気

流の面」及び「受熱面」が等距離にある場合 1β 及び 2β は
4
π

ラジアン

となり、 F ＝ /S π2 d 2（ただし、 F ≦１）となる。 ・・・・・式（１２） 

※ 
180

1 π
=° ラジアン 

（５） 等価開口部から噴出する熱気流の輻射熱により評価対象住戸等の開口

部又は避難光庭に面する廊下及び階段室等を経由して避難する者が受け

る受熱量を次式により求めること。 

Fq 100=  ・・・・・式（１３） 

q は、等価開口部から噴出する熱気流の輻射熱により評価対象住戸等の

開口部又は避難光庭に面する廊下及び階段室等を経由して避難する者

が受ける受熱量（単位 キロワット毎平方メートル） 

 ６ 避難光庭の高さについて 

位置・構造告示第４第１号（２）ロ（イ）の避難光庭の高さは、図６の例により、

計測すること。 

図６ 

 

７ 避難光庭の幅について  

位置・構造告示第４第１号（２）ロ（イ）の「避難光庭の幅」は、図７の例により、

計測すること。 

なお、避難光庭の高さを当該避難光庭の幅で除した値が２．５未満であれば、

火災住戸等の開口部から噴出する高温の熱気流が対向壁面にぶつからずに上

昇し、避難光庭に滞留せずに外部に排出されるため、同号（２）ロ（ロ）に規定する

煙に対する安全性の検証を要しないとしたものである。したがって、避難光庭の

幅は、火災住戸等の開口部の面に対して垂直方向（対向壁面の方向）で計測す

る必要があること。 

 

 



図７ 

 
８ 避難光庭における煙層の上昇温度について  

位置・構造告示第４第１号（２）ロ（ロ）の「火災住戸等のすべての開口部から噴

出する煙層の温度」については、次の（１）から（３）までの手順により求めること。 

（１） 等価開口部から噴出する熱気流の発熱速度を次式により求めること。 

 XXX HAQ 400=  ・・・・・式（１４） 

 XQ は、等価開口部から噴出する熱気流の発熱速度（単位 キロワット。以下

同じ。） 

 XA は、等価開口部の面積（単位 平方メートル） 

（２） 避難光庭の底部に設けられる常時開放された開口部の給気開口率（避

難光庭の底部の開口部と頂部の開口部の比をいう。以下同じ。）を次式に

より求めること。 

 
t

a

S
S

r 100=  ・・・・・式（１５） 

 r は、避難光庭の底部に設けられる常時開放された開口部の給気開口率

（単位 パーセント） 

 aS は、避難光庭の底部に設けられる常時開放された開口部の面積（単位 

平方メートル） 

 tS は、避難光庭の頂部に設けられる常時開放された開口部の面積（単位 

平方メートル） 

（３） 避難光庭における火災住戸等のすべての開口部から噴出する煙層の上

昇温度を次式により求めること。 

3
5

3
2

06.2
D

QT Xα=∆  ・・・・・式（１６） 

T∆ は、避難光庭における火災住戸等のすべての開口部から噴出する煙層

の上昇温度（単位 ケルビン） 



α は、次式により求められる値 

66.0
32.12.1

+
+=

r
α  ・・・・・式（１７） 

D は、避難光庭の幅（単位 メートル） 

９ 異なる住戸等間の水平距離について  

位置・構造告示第４第２号（２）ロの「異なる住戸等の開口部の相互間の水平 

距離」は、図８の例により、計測すること。 

 

図８ 

 

10 異なる住戸等間の垂直距離について  

位置・構造告示第４第２号（２）ハの「異なる住戸等の開口部の相互間の垂直

距離」は、図９及び図１０の例により、計測すること。 

 

図９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図１０ 

 
 

11 特定光庭に該当しない光庭について  

図１１及び図１２に示す開放性を有する廊下又は階段室等に面する吹抜きに

あっては、特定光庭には該当しないものであること。この場合において、開放性

を有する廊下の手すり等の上端から小梁、たれ壁等の下端までの高さは１メー

トル以上必要であること。 

図１１ 

 
 

図１２ 
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12 特定光庭に面して給湯湯沸設備等を設ける場合の措置について 

位置・構造告示第４第２号（３）ロの「防火上有効な措置」とは、次の（１）及び（２）

の措置をいうものであること。 

（１） 給湯湯沸設備等は、次に定める基準に適合していること。 

① ガスの消費量が、７０キロワット以下であること。 

② 一の住戸の用に供するものであること。 

③ 密閉式（直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直

接屋外に排出する燃焼方式及びその他室内の空気を汚染するおそれがな

い燃焼方式をいう。）で、バーナーが隠ぺいされていること。 

④ 圧力調節器により、バーナーのガス圧が一定であること。 

⑤ 過度に温度が上昇した場合において、自動的に燃焼を停止できる装置及

び炎が立消えした場合等において安全を確保できる装置が設けられている

こと。 

（２） 給湯湯沸設備等は、次に定める方法により設置すること。 

① 特定光庭から住戸等又は共用部分へ貫通する給湯湯沸設備等の配管は、

当該配管と当該配管を貫通させるために設ける開口部とのすき間を不燃材

料（建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。）で埋めること。 

② ①の配管は、金属又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有す

るものであること。 

 

第３ 特定共同住宅等の構造類型を定める件（平成１７年消防庁告示第３号。以下

「構造類型告示」という。）について 

１ 二方向避難型特定共同住宅等について 

（１） 避難上有効なバルコニーについて  

構造類型告示第３第１号の「避難上有効なバルコニー」とは、次の①から③

に定める基準に適合しているものであること。 

① 直接外気に開放されていること。 

② 避難上支障のない幅員及び転落防止上有効な高さの手すり等を有してい

ること。 

  なお、車いす利用者等の避難を考慮した場合に、８０センチメートルから９０

センチメートル程度の幅員を有していることが望ましいものであること。 

③ 他の住戸等の避難上有効なバルコニー又は階段室等に接続しているこ

と。  

（２） 廊下型特定共同住宅等の階段室等の位置について  

構造類型告示第３第２号（１）の「階段室等は廊下の端部又は廊下の端部

に接する住戸等の主たる出入口に面している」とは、階段室等が廊下の端部

に面して設けられていることをいうほか、図１３の例に示すように、階段室等が

廊下の端部に接する住戸等（ここでは住戸Ａを指す。）の主たる出入口に面し

ていることを指すものであること。これは、廊下の端部に接する住戸等に隣接

する住戸等（ここでは住戸Ｂを指す。）が火災になっても、住戸Ａの居住者が階

段Ａを使って避難できるようにするため、Ｗは廊下の端部に接する住戸等（こ

こでは住戸Ａを指す。）の幅以下とするものであること。 

 



図１３ 

容易に破壊できる隔板避難上有効なバルコニー

片廊下

階段Ａ w

住戸Ａ住戸Ｂ

容易に破壊できる隔板避難上有効なバルコニー

片廊下

階段Ａ w

住戸Ａ住戸Ｂ

 

 

 （３） 避難経路のうち住戸等における火災時に利用できない部分について 

構造類型告示第３第２号（５）の「避難経路」として、次の①から⑤に定め

る部分は、利用できないものであること。 

なお、適用例を図１４から図１６までに示す。 

① 火災住戸等 

② 構造類型告示第４第２号（１）、（２）及び（４）に示す開放型の廊下の判断基

準に適合する廊下にあっては、火災住戸等の主たる出入口が面する火災住

戸等の幅員に相当する部分 

③ 構造類型告示第４第２号（１）、（２）及び（４）に示す開放型の廊下の判断基

準に適合しない廊下にあっては、階段室等の出入口から一の住戸等の幅員

に相当する部分以外の部分 

④ 階段室型の特定共同住宅等に存する火災住戸等の主たる出入口が面す

る階段室等 

⑤ 火災住戸等のバルコニー 

 

図１４ 

     避難上有効なバルコニー          容易に破壊できる隔板                                     
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           主たる出入口             開放型廊下 

※ 網掛けの部分は「避難経路として利用できない部分」をいう。（図１５及び図１６において同



じ。）                      

  

図１５ 

   避難上有効なバルコニー                      容易に破壊できる隔板 
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図１６   

     避難上有効なバルコニー              容易に破壊できる隔板             
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                       主たる出入口   階段室等                    
 

２ 開放型特定共同住宅等について 

（１） 他の建築物等の外壁等について  

構造類型告示第４第２号（１）の規定により、すべての廊下及び階段室等は

「他の建築物等の外壁」との中心線から１メートル以上離れていることが必要

とされているが、同一の特定共同住宅等であっても、廊下及び階段室等に面

して当該特定共同住宅等の外壁、駐車場の外壁、擁壁等がある場合は、「他

の建築物等の外壁」に準じて取り扱うものであること。適用例を図１７に示す。 

なお、特定共同住宅等の同一の階に存する廊下又は階段室等のうちの一

部が、隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から１メートル未満で

あるときの取扱いは次のとおりとすること。適用例を図１８に示す。 

①  隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から１メートル未満であ

る部分が廊下端部を含む場合で、当該部分を構造類型告示第４第２号（４）

ロの「外気に面しない部分」とみなしたとき、当該規定を満たせば当該部分 



は隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から１メートル未満の位

置にないものとして取り扱って差し支えないものであること。 

②  隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から１メートル未満で

ある部分が廊下端部を含まない場合で当該部分を構造類型告示第４第２号

（４）イ（イ）ｄの「風雨等を遮るために設ける壁等」とみなすか、（５）に定める

手順によって、非開放部分を含む廊下全体を同号（４）イ（ロ）の「消火、避難

その他の消防の活動に支障になる高さ（床面からの高さ１．８メートルをい

う。）まで煙が降下しないこと」を確認した場合は、当該部分は隣地境界線又

は他の建築物等の外壁の中心線から１メートル未満の位置にないものとし

て取り扱って差し支えないものであること。 

                    図１７ 
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              外壁   廊下と外壁との中心線からの距離 a   廊下 

                      ※ a は１メートル以上離れていること。 

 

                       図１８ 
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廊下と他の建築物

等の外壁との中心

線からの距離が１メ

ートル未満 

他の建築物等 

                                     廊下端部 

（２） 直接外気に開放されていない廊下又は階段室等の取扱いについて  

① 廊下型特定共同住宅等 

     住戸又は共用室の主たる出入口が面する廊下の一部又は全部に周囲の 

４面が壁等により囲まれている部分が存する特定共同住宅等は、開放型特

定共同住宅等には該当しないものであること。適用例を図１９に示す。   



                  図１９                                    
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住戸 

② 階段室型特定共同住宅等 

住戸又は共用室の主たる出入口が面する階段室の一部又は全部に周

囲の４面が壁等により囲まれている部分が存する特定共同住宅等は、開

放型特定共同住宅等には該当しないものであること。適用例を図２０に示

す。 

 

図２０ 
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                     壁等         階段室等                    
 

（３） 開放型廊下の判断基準について 

構造類型告示第４第２号（４）イ（イ）の開放型廊下の判断基準の適用につ

いては、図２１の例によること。 

なお、同号（４）イ（イ）ａの「廊下の端部に接する垂直面の面積」とは、廊下

の両端部の外気に面する部分の面積をいうものであること。また、同号（４）

イ（イ）ｃの「手すり等」には、さく、金網等の開放性のあるものは含まないもの

であること。 

図２１ 

 

 



（４） 開放型特定共同住宅等の廊下における外気に面しない部分について  

構造類型告示第４第２号（４）ロの「外気に面しない部分」とは、特定共同住

宅等の同一の階に存する廊下又は階段室等の一部が、隣地境界線又は他の

建築物等の外壁との中心線から１メートル以下の位置にあるもののほか、図２

２及び図２３によること。 

図２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a が閉鎖されている場合は網掛けの部分が外気に面しない部分に該当す

る。 

ここで、 

W は、外気に面しない部分の幅員（図２３において同じ。） 

B は、外気に面しない部分の長さ（図２３において同じ。） 

また、a に存する開口部が次の①から③に定める基準のいずれかに適合す

るときは、a が閉鎖されているものとする。 

① a に存する開口部の幅＜W  

② a に存する開口部の上端の高さ＜ L に存する有効開口部の上端の高さ 

③ a に存する開口部の下端の高さ＞ L に存する有効開口部の下端の高さ 

                

    

 図２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 網掛けの部分が外気に面しない部分に該当する。 
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（５） 煙の降下状況を確認する方法について  

構造類型告示第４第２号（４）イ（ロ）及び同号（５）ロの煙が床面からの高さ１．

８メートルまで降下しないことを確認する方法は、次の①から⑥までの手順に

よること。（図２４参照） 

①  廊下又は階段室等に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きく

なる開口部の発熱速度を第２ ３（２）③の式により求めること。 

  HAQ 400=  ・・・・・式（３） 

   ②  廊下又は階段室等に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きく

なる開口部から噴出する熱気流量を次式により求めること。 

HAmp 52.0=  ・・・・・式（１８） 

pm は、廊下又は階段室等に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も

大きくなる開口部から噴出する熱気流量（単位 キログラム毎秒。以下同

じ。） 

③  廊下又は階段室等に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きく

なる開口部から廊下又は階段室等に噴出した熱気流の気体密度を次式に

より求めること。 












+
+

=

cp

c

Am
Q

01.0
293

353ρ  ・・・・・式（１９） 

cρ は、廊下又は階段室等に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も

大きくなる開口部から廊下又は階段室等に噴出した熱気流の気体密度（単

位 キログラム毎立方メートル。以下同じ。） 

cA は、構造類型告示第４第２号（４）イ（ロ）又は同号（５）ロの規定により、消

火、避難その他の消防活動に支障になる高さまで煙が降下しないことを確認

する範囲内にある廊下又は階段室等の水平投影面積（単位 平方メートル） 

④ 廊下又は階段室等における熱気流の発生量を次式により求めること。 

c

HAV
ρ

2.31
=  ・・・・・式（２０） 

V は、廊下又は階段室等における熱気流の発生量（単位 立方メートル毎

分） 

⑤ 廊下又は階段室等における排煙量を次式により求めること。 

（ア） 廊下の場合 



 

  
 

 

 
    

 

  
   

 
 

   

 

 

開放性の検証

対象開口 

限界煙層高さ
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 ・・・・・式（２１） 

（イ） 階段室等の場合 

( ) ( )
3
2max 19 ,38 3.6U L U L U LE L H H L H H H H = − − + − 

 
 ・・・式（２２） 

E は、廊下又は階段室等における排煙量（単位 立方メートル毎分） 

L は、廊下又は階段室等の有効開口部の長さ（単位 メートル。ただし、

30≦L 。（６）参照。） 

UH は、床面からの廊下又は階段室等の有効開口部の上端の高さ（単位 メ

ートル） 

LH は、床面からの廊下又は階段室等の有効開口部の下端（床面から１．８メ

ートル未満の高さにあるものに限る。）の高さ（単位 メートル） 

⑥ ④で求めた廊下又は階段室等における熱気流の発生量が⑤で求めた廊

下又は階段室等における排煙量以下であることを確かめること。 

 

                   図２４ 

   

                   煙層 

 

 

 

火災住戸等 

                              UH  

 

 

   

 

（６） 廊下又は階段室等の有効開口部の長さについて  

（５）⑤中「廊下又は階段室等の有効開口部の長さ」とは、火源開口部（廊下 

又は階段室等に面する住戸等の開口部のうち発熱速度が最も大きくなる開

口部。以下同じ。）が面する廊下又は階段室等の直接外気に開放された開口

部であって、当該火源開口部の両側に最大で３０メートル以内の部分のことを

いい、図２５、図２６及び図２７の例によること。 
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図２５ 
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図２６ 

 

Ｂ１（＝１５ｍ）

廊下非開放部分

火災住戸等

火源開口部

検証対象廊下

有効開口長さ
の対象範囲

Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４

外気の流通を
妨げる部分
（エレベーター等）

有効開口長さ
の対象範囲外

Ｂ５（＝１５ｍ）

有効開口部の長さ＝Ｂ２＋Ｂ４＋Ｂ５（＜３０ｍ）
Ｂ１（＝１５ｍ）

廊下非開放部分

火災住戸等

火源開口部

検証対象廊下

有効開口長さ
の対象範囲

Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４

外気の流通を
妨げる部分
（エレベーター等）

有効開口長さ
の対象範囲外

Ｂ５（＝１５ｍ）

有効開口部の長さ＝Ｂ２＋Ｂ４＋Ｂ５（＜３０ｍ）

 

 

図２７ 
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第４ その他 

 特定共同住宅等のうち令第１３条第１項の表の上欄に該当することとなる部分

については、同表の下欄に掲げる水噴霧消火設備等のいずれかを設置するもの

であること。 

 

第５ 運用上の留意事項について 

共同住宅等の関係者等から事前相談等が消防機関になされた場合には、次

の事項に留意し、指導又は運用等を行われたいこと。 

１ 省令及び関係する告示に係る趣旨、内容等について、十分周知を図られたいこ

と。 

２ 二方向避難を確保するための避難器具が消防法令に基づき設置が義務づけら

れたものには該当しない場合もあるが、この場合、法令による消防用設備等に準

じて取り扱われたいこと。 

 

第６ 運用期日等について 

１ 省令及び関係する告示は、平成１９年４月１日から施行することとしているが、

防火対象物の関係者等との事前協議等により、省令の規定を適用することがで

きると判断された防火対象物については、令第３２条の規定を適用し、同日前に

運用することとしても差し支えないものであること。 

また、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律（平成

１６年法律第６５号）の一部が平成１８年６月１日に施行され、同日より住宅への

住宅用防災機器の設置が義務付けられることから、「共同住宅等に係る消防用

設備等の技術上の基準の特例について」（平成７年１０月５日付け消防予第２２０

号。以下「特例通知」という。）による特例を認める場合であっても、省令第３条及

び省令第４条に規定する共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報

知設備の設置を指導することが望ましい。 

２ 省令及び関係する告示の施行に伴い、特例通知並びに次に掲げる通知及び通

知の部分を廃止し、これらに関する質疑応答に係る運用を行わないこととするこ

と。ただし、特例通知並びに次に掲げる通知及び通知の部分を廃止した時におい

て、特例通知が適用されている既存の共同住宅等であって、当該、特例通知並

びに次に掲げる通知及び通知の部分による基準に適合しているものにあっては、

なお従前の例によることを妨げないものであること。  

 （１） 「令８区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱

いについて」（平成７年３月３１日付け消防予第５３号）中、２ 共住区画につい

て 

（２） 「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例の細目につい

て」（平成８年７月１７日付け消防予第１４５号） 

                           連絡先  消防庁予防課設備係 
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